


奈良県公共事業評価監視委員会 運営要領 新旧対照表奈良県公共事業評価監視委員会 運営要領 新旧対照表奈良県公共事業評価監視委員会 運営要領 新旧対照表奈良県公共事業評価監視委員会 運営要領 新旧対照表（（（（案案案案））））旧 新旧 新旧 新旧 新事業評価監視事業評価監視事業評価監視事業評価監視委員会 運営要領委員会 運営要領委員会 運営要領委員会 運営要領 奈良県公共事業評価監視奈良県公共事業評価監視奈良県公共事業評価監視奈良県公共事業評価監視委員会 運営要領委員会 運営要領委員会 運営要領委員会 運営要領 ((((案案案案 ))))平成平成平成平成１０１０１０１０年年年年１０１０１０１０月月月月７７７７日日日日運営方法 運営方法運営方法 運営方法運営方法 運営方法運営方法 運営方法開催時期開催時期開催時期開催時期････････････再評価再評価再評価再評価をををを行行行行うううう事業単位毎事業単位毎事業単位毎事業単位毎にににに出来出来出来出来るるるる限限限限りりりり 、、、、集約集約集約集約してしてしてして委員会委員会委員会委員会をををを開催開催開催開催。。。。 開催時期開催時期開催時期開催時期････････････再評価再評価再評価再評価をををを行行行行うううう事業単位毎事業単位毎事業単位毎事業単位毎にににに出来出来出来出来るるるる限限限限りりりり 、、、、集約集約集約集約してしてしてして委員会委員会委員会委員会をををを開催開催開催開催。。。。代理出席代理出席代理出席代理出席････････････代理出席代理出席代理出席代理出席はははは認認認認めないがめないがめないがめないが、、、、委員委員委員委員がががが欠席欠席欠席欠席のののの場合場合場合場合、、、、本人本人本人本人によるによるによるによる意見書意見書意見書意見書のののの提出 代理出席提出 代理出席提出 代理出席提出 代理出席････････････代理出席代理出席代理出席代理出席はははは認認認認めないがめないがめないがめないが、、、、委員委員委員委員がががが欠席欠席欠席欠席のののの場合場合場合場合、、、、本人本人本人本人によるによるによるによる意見書意見書意見書意見書のののの提出提出提出提出はははは認認認認めるめるめるめる。。。。 はははは認認認認めるめるめるめる。。。。司 会司 会司 会司 会････････････事務局窓口事務局窓口事務局窓口事務局窓口 ((((土木部技術管理課土木部技術管理課土木部技術管理課土木部技術管理課 )))) 司 会司 会司 会司 会 ････････････事務局窓口事務局窓口事務局窓口事務局窓口 ((((土木部技術管理課土木部技術管理課土木部技術管理課土木部技術管理課 ))))事業内容説明事業内容説明事業内容説明事業内容説明・・・・資料作成 事業内容説明資料作成 事業内容説明資料作成 事業内容説明資料作成 事業内容説明 ・・・・資料作成資料作成資料作成資料作成････････････事業担当課事業担当課事業担当課事業担当課 （（（（市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業のののの場合場合場合場合はははは、、、、市町村又市町村又市町村又市町村又はははは事業担当課事業担当課事業担当課事業担当課）））） ････････････事業担当課事業担当課事業担当課事業担当課（（（（市町村事業市町村事業市町村事業市町村事業のののの場合場合場合場合はははは、、、、市町村又市町村又市町村又市町村又はははは事業担当課事業担当課事業担当課事業担当課 ））））審議進行審議進行審議進行審議進行････････････議長議長議長議長 ((((会長会長会長会長、、、、又又又又はははは、、、、会長会長会長会長がががが指名指名指名指名したしたしたした委員委員委員委員 )))) 審議進行審議進行審議進行審議進行････････････議長議長議長議長 ((((会長会長会長会長、、、、又又又又はははは、、、、会長会長会長会長がががが指名指名指名指名したしたしたした委員委員委員委員 ))))審議方法 審議方法審議方法 審議方法審議方法 審議方法審議方法 審議方法審議方法審議方法審議方法審議方法 ････････････事務局事務局事務局事務局はははは、、、、国事業担当部局国事業担当部局国事業担当部局国事業担当部局やややや事業関係者事業関係者事業関係者事業関係者とととと調整調整調整調整をををを図図図図りつつりつつりつつりつつ、、、、再評価対 審議方法再評価対 審議方法再評価対 審議方法再評価対 審議方法 ････････････事務局事務局事務局事務局はははは、、、、国事業担当部局国事業担当部局国事業担当部局国事業担当部局やややや事業関係者事業関係者事業関係者事業関係者とととと調整調整調整調整をををを図図図図りつつりつつりつつりつつ、、、、再評価対再評価対再評価対再評価対象象象象のののの事業一覧表事業一覧表事業一覧表事業一覧表のののの作成作成作成作成やややや詳細詳細詳細詳細なななな審議審議審議審議をををを行行行行うううう審議対象事業審議対象事業審議対象事業審議対象事業 ((((案案案案 ))))、、、、 及及及及びびびび、、、、 象象象象のののの事業一覧表事業一覧表事業一覧表事業一覧表のののの作成作成作成作成やややや詳細詳細詳細詳細なななな審議審議審議審議をををを行行行行うううう審議対象事業審議対象事業審議対象事業審議対象事業 ((((案案案案 ))))、、、、 及及及及びびびび、、、、対応方針対応方針対応方針対応方針 ((((案案案案 ))))をををを作成作成作成作成してしてしてして、、、、委員会委員会委員会委員会にににに提出提出提出提出しししし、、、、委員会委員会委員会委員会はこれをはこれをはこれをはこれを審議審議審議審議するするするする。。。。 対応方針対応方針対応方針対応方針 ((((案案案案 ))))をををを作成作成作成作成してしてしてして、、、、委員会委員会委員会委員会にににに提出提出提出提出しししし、、、、委員会委員会委員会委員会はこれをはこれをはこれをはこれを審議審議審議審議するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、詳細詳細詳細詳細なななな審議審議審議審議をををを行行行行うううう個個個個 々々々々のののの事業事業事業事業のなかでのなかでのなかでのなかで、、、、地域地域地域地域のののの現況現況現況現況のののの変化変化変化変化 ただしただしただしただし、、、、詳細詳細詳細詳細なななな審議審議審議審議をををを行行行行うううう個個個個 々々々々のののの事業事業事業事業のなかでのなかでのなかでのなかで、、、、地域地域地域地域のののの現況現況現況現況のののの変化変化変化変化やややや県県県県のののの対応方針対応方針対応方針対応方針がががが未確定未確定未確定未確定なななな場合等場合等場合等場合等はははは、、、、それらをそれらをそれらをそれらを調査検討調査検討調査検討調査検討するするするする間間間間、、、、一定一定一定一定 やややや県県県県のののの対応方針対応方針対応方針対応方針がががが未確定未確定未確定未確定なななな場合等場合等場合等場合等はははは、、、、それらをそれらをそれらをそれらを調査検討調査検討調査検討調査検討するするするする間間間間、、、、一定一定一定一定のののの期間期間期間期間、、、、詳細詳細詳細詳細なななな審議審議審議審議をををを保留保留保留保留することができるすることができるすることができるすることができる。。。。 のののの期間期間期間期間、、、、詳細詳細詳細詳細なななな審議審議審議審議をををを保留保留保留保留することができるすることができるすることができるすることができる。。。。詳細詳細詳細詳細審議審議審議審議 ････････････委員会委員会委員会委員会はははは、、、、事業単位毎事業単位毎事業単位毎事業単位毎にににに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて特別委員特別委員特別委員特別委員をををを加加加加えたえたえたえた委員委員委員委員でででで詳細詳細詳細詳細 詳細詳細詳細詳細審議審議審議審議 ････････････委員会委員会委員会委員会はははは、、、、事業単位毎事業単位毎事業単位毎事業単位毎にににに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて特別委員特別委員特別委員特別委員をををを加加加加えたえたえたえた委員委員委員委員でででで詳細詳細詳細詳細なななな審議審議審議審議をををを行行行行うううう。。。。そのそのそのその際際際際、、、、スライドスライドスライドスライド ・・・・ ビデオビデオビデオビデオでのでのでのでの説明説明説明説明・・・・現地踏査等現地踏査等現地踏査等現地踏査等、、、、地域地域地域地域のののの実実実実 なななな審議審議審議審議をををを行行行行うううう 。。。。そのそのそのその際際際際、、、、スライドスライドスライドスライド ・・・・ ビデオビデオビデオビデオでのでのでのでの説明説明説明説明・・・・現地踏査等現地踏査等現地踏査等現地踏査等、、、、地域地域地域地域のののの実実実実情情情情のののの把握把握把握把握をををを可能可能可能可能なななな限限限限りりりり行行行行うううう 。。。。 情情情情のののの把握把握把握把握をををを可能可能可能可能なななな限限限限りりりり行行行行うううう 。。。。特別委員特別委員特別委員特別委員････････････委員会委員会委員会委員会がががが事業事業事業事業のののの特性特性特性特性やややや技術的判断等技術的判断等技術的判断等技術的判断等にににに関関関関してしてしてして、、、、特別委員特別委員特別委員特別委員のののの意見意見意見意見をををを求求求求めめめめ 特別委員特別委員特別委員特別委員････････････委員会委員会委員会委員会がががが事業事業事業事業のののの特性特性特性特性やややや技術的判断等技術的判断等技術的判断等技術的判断等にににに関関関関してしてしてして、、、、特別委員特別委員特別委員特別委員のののの意見意見意見意見をををを求求求求めめめめようとするようとするようとするようとする時時時時はははは、、、、事務局事務局事務局事務局よりよりよりより示示示示されるされるされるされる特別委員特別委員特別委員特別委員リストリストリストリストのののの中中中中からからからから特別委員特別委員特別委員特別委員の ようとするの ようとするの ようとするの ようとする時時時時はははは、、、、事務局事務局事務局事務局よりよりよりより示示示示されるされるされるされる特別委員特別委員特別委員特別委員リストリストリストリストのののの中中中中からからからから特別委員特別委員特別委員特別委員のののの出席出席出席出席をををを要請要請要請要請することとしすることとしすることとしすることとし、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない場合場合場合場合、、、、そのそのそのその他他他他のののの外部専門家外部専門家外部専門家外部専門家をををを特別 出席特別 出席特別 出席特別 出席をををを要請要請要請要請することとしすることとしすることとしすることとし、、、、やむをやむをやむをやむを得得得得ないないないない場合場合場合場合、、、、そのそのそのその他他他他のののの外部専門家外部専門家外部専門家外部専門家をををを特別特別特別特別委員委員委員委員とできるとできるとできるとできる。。。。 委員委員委員委員とできるとできるとできるとできる。。。。ただしただしただしただし、、、、特別委員特別委員特別委員特別委員はははは、、、、委員会委員会委員会委員会のののの意志決定意志決定意志決定意志決定にはにはにはには加加加加わらないわらないわらないわらない。。。。 ただしただしただしただし、、、、特別委員特別委員特別委員特別委員はははは、、、、委員会委員会委員会委員会のののの意志決定意志決定意志決定意志決定にはにはにはには加加加加わらないわらないわらないわらない。。。。意見集約意見集約意見集約意見集約 ････････････議長議長議長議長がががが、、、、審議対象事業単位毎審議対象事業単位毎審議対象事業単位毎審議対象事業単位毎にににに委員会委員会委員会委員会としてのとしてのとしてのとしての意見意見意見意見をををを取取取取りまとめるりまとめるりまとめるりまとめる。。。。 意見集約意見集約意見集約意見集約 ････････････議長議長議長議長がががが、、、、審議対象事業単位毎審議対象事業単位毎審議対象事業単位毎審議対象事業単位毎にににに委員会委員会委員会委員会としてのとしてのとしてのとしての意見意見意見意見をををを取取取取りまとめるりまとめるりまとめるりまとめる。。。。審議未了審議未了審議未了審議未了のののの場合場合場合場合はははは、、、、再度審議再度審議再度審議再度審議するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、それでもそれでもそれでもそれでも結論結論結論結論のののの出出出出ないないないない場合 審議未了場合 審議未了場合 審議未了場合 審議未了のののの場合場合場合場合はははは、、、、再度審議再度審議再度審議再度審議するものとしするものとしするものとしするものとし、、、、それでもそれでもそれでもそれでも結論結論結論結論のののの出出出出ないないないない場合場合場合場合はははは両論併記両論併記両論併記両論併記でででで知事知事知事知事にににに答申答申答申答申することもすることもすることもすることも可可可可とするとするとするとする。。。。 はははは両論併記両論併記両論併記両論併記でででで知事知事知事知事にににに答申答申答申答申することもすることもすることもすることも可可可可とするとするとするとする。。。。公表方法 資料公表方法公表方法 資料公表方法公表方法 資料公表方法公表方法 資料公表方法報道取材報道取材報道取材報道取材 ････････････委員紹介委員紹介委員紹介委員紹介・・・・事務局説明取材自由事務局説明取材自由事務局説明取材自由事務局説明取材自由、、、、審議内容取材規制審議内容取材規制審議内容取材規制審議内容取材規制、、、、委員会終了後委員会終了後委員会終了後委員会終了後、、、、 会議資料会議資料会議資料会議資料 ････････････会議終了後会議終了後会議終了後会議終了後、、、、すみやかにすみやかにすみやかにすみやかに公開公開公開公開（（（（情報公開窓口情報公開窓口情報公開窓口情報公開窓口へへへへ配置及配置及配置及配置及びびびびホームページホームページホームページホームページ報道機関報道機関報道機関報道機関へへへへ内容説明内容説明内容説明内容説明をををを行行行行うううう。。。。（（（（会長会長会長会長によるによるによるによるブリーフィングブリーフィングブリーフィングブリーフィング）））） へのへのへのへの掲載掲載掲載掲載））））するするするする。。。。資料取扱資料取扱資料取扱資料取扱 ････････････委員委員委員委員にににに配布配布配布配布したしたしたした資料資料資料資料についてはについてはについてはについては、、、、会議終了後会議終了後会議終了後会議終了後、、、、報道機関報道機関報道機関報道機関にもにもにもにも配布配布配布配布するするするする。。。。 （（（（ただしただしただしただし、、、、会議資料会議資料会議資料会議資料のうちのうちのうちのうち内容内容内容内容がががが奈良県情報公開条例第奈良県情報公開条例第奈良県情報公開条例第奈良県情報公開条例第 7777号各号号各号号各号号各号のいのいのいのい（（（（ただしただしただしただし、、、、審議途中審議途中審議途中審議途中にににに別途配付別途配付別途配付別途配付したしたしたした資料資料資料資料についてはについてはについてはについては非公開非公開非公開非公開とするとするとするとする。。。。）））） ずれかにずれかにずれかにずれかに該当該当該当該当するするするする情報情報情報情報はははは非公開非公開非公開非公開とするとするとするとする。。。。））））議事概要議事概要議事概要議事概要 ････････････議事概要議事概要議事概要議事概要はははは、、、、各委員各委員各委員各委員にににに内容内容内容内容をををを確認確認確認確認のののの上上上上、、、、個人名個人名個人名個人名をををを記入記入記入記入せずせずせずせず作成作成作成作成するするするする。。。。 議 事 録議 事 録議 事 録議 事 録 ････････････議事録議事録議事録議事録はははは要約記録要約記録要約記録要約記録としとしとしとし、、、、発言者名発言者名発言者名発言者名をををを発言内容発言内容発言内容発言内容とととと対応対応対応対応させてさせてさせてさせて記載記載記載記載しししし、、、、情報公開情報公開情報公開情報公開 ････････････委員会資料委員会資料委員会資料委員会資料・・・・議事概要議事概要議事概要議事概要のののの公開公開公開公開はははは、、、、情報公開条例情報公開条例情報公開条例情報公開条例にににに基基基基づくものとするづくものとするづくものとするづくものとする。。。。 各委員各委員各委員各委員にににに内容内容内容内容をををを確認確認確認確認のうえのうえのうえのうえ公開公開公開公開（（（（情報公開窓口情報公開窓口情報公開窓口情報公開窓口へへへへ配置及配置及配置及配置及びびびびホームペーホームペーホームペーホームペー一般傍聴一般傍聴一般傍聴一般傍聴 ････････････原則原則原則原則としてとしてとしてとして、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴はははは認認認認めないめないめないめない。。。。しかししかししかししかし、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ、、、、会長会長会長会長がががが委員会委員会委員会委員会にににに ジジジジへのへのへのへの掲載掲載掲載掲載））））するするするする。。。。図図図図りりりり、、、、傍聴傍聴傍聴傍聴をををを認認認認めることもありめることもありめることもありめることもあり得得得得ることとするることとするることとするることとする。。。。 （（（（附則附則附則附則））））このこのこのこの要領要領要領要領はははは、、、、平成平成平成平成 10101010年年年年 10101010月月月月 7777日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。平成平成平成平成 21212121年年年年 11111111月月月月 19191919日改正日改正日改正日改正。。。。



奈良県公共事業評価監視委員会 傍聴要領（案）

奈良県公共事業評価監視委員会

１ 目 的

この要領は、奈良県公共事業評価監視委員会の会議の傍聴に関し

必要な事項を定めることを目的とします。

２２２２ 傍聴傍聴傍聴傍聴のののの手続手続手続手続

（１）会議の傍聴を希望する方は、会場入口で傍聴受付票に必要事

項を記入し、受付を行ってください。

（２）傍聴の受付は、原則開催予定時刻の２０分前から開始し、５

分前で終了します。

（３）会場への入場は、受付終了後、会長から傍聴の許可を得た後、

係員の指示に従い、会場に入室してください。

（４）傍聴者の受付は先着順で行い、定員になり次第受付を終了し

ます。

（５）会議は原則公開とするが、奈良県情報公開条例（平成１９年

７月奈良県条例第 ４号）第７条各号のいずれかに該当する情

報について審議を行う場合等、委員会の判断により非公開とな

る場合があります。

３３３３ 傍聴定員等傍聴定員等傍聴定員等傍聴定員等についてについてについてについて

（１）傍聴者の定員は、原則１０名とします。ただし、会場の容量

によって定員を変更する場合があります。

（２）傍聴者には、会議資料を配布します。ただし、会議資料のう

ち奈良県情報公開条例第 7 条各号に該当する資料については、

配布しない場合があります。

４４４４ 会場会場会場会場のののの秩序秩序秩序秩序のののの維持維持維持維持

（１）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、名札を着用し、係

員の指示に従ってください。

（２）傍聴者が次の５の事項に違反したときは、これを注意し、な

おこれに従わないときは、入場拒否または退場していただきま

す。



５５５５ 会議会議会議会議をををを傍聴傍聴傍聴傍聴するするするする場合場合場合場合にににに守守守守っていただくっていただくっていただくっていただく事項事項事項事項

○入場時の事項

（１）各事業の審議途中での入場は認めません。

（２）凶器、棒等、人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある

ものを携帯している方の入場は認めません。

（３）酒気を帯びた方、大声を出している方の入場は認めません。

（４）その他会場の秩序を乱し、会議の公正、円滑な運営に支障と

なる行為をする恐れが明らかにある方の入場は認めません。

○傍聴中の事項

（１）会場において、審議に入る前を除き、会議の模様を撮影し、

録音等を行うことは認めません。

（２）各事業の審議途中での退場は認めません。

（３）傍聴者は、傍聴席に着席してください。

（４）傍聴者の発言は、認めません。

（５）会議開催中は静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と

可否を表明しないでください。

（６）鉢巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケンの類を着用し、又

は張り紙、ビラ配布、旗若しくは垂れ幕の類を掲げる等、公然

と態度を表明する行為をしないでください。

（７）食事又は喫煙をしないでください。

（８）その他会場の秩序を乱し、会議の公正、円滑な運営に支障と

なる行為をしないでください。

（付 則）

この要領は、平成１８年１０月 ２日から施行します。

平成２１年１１月１９日改正。
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奈 良 県 公 共 事 業 評 価 監 視 委 員 会 奈 良 県 公 共 事 業 評 価 監 視 委 員 会１１１１ 目 的目 的目 的目 的 １１１１ 目 的目 的目 的目 的こ の 要 領 は 、 奈 良 県 公 共 事 業 評 価 監 視 委 員 会 の 会 議 の 傍 聴 に 関 し こ の 要 領 は 、 奈 良 県 公 共 事 業 評 価 監 視 委 員 会 の 会 議 の 傍 聴 に 関 し必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と し ま す 。 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と し ま す 。２２２２ 傍 聴傍 聴傍 聴傍 聴 のののの 手 続手 続手 続手 続 ２２２２ 傍 聴傍 聴傍 聴傍 聴 のののの 手 続手 続手 続手 続（ １ ） 会 議 の 傍 聴 を 希 望 す る 方 は 、 会 場 入 口 で 傍 聴 受 付 票 に 必 要 事 （ １ ） 会 議 の 傍 聴 を 希 望 す る 方 は 、 会 場 入 口 で 傍 聴 受 付 票 に 必 要 事項 を 記 入 し 、 受 付 を 行 っ て く だ さ い 。 項 を 記 入 し 、 受 付 を 行 っ て く だ さ い 。（ ２ ） 傍 聴 の 受 付 は 、 原 則 開 催 予 定 時 刻 の ２ ０ 分 前 か ら 開 始 し 、 ５ （ ２ ） 傍 聴 の 受 付 は 、 原 則 開 催 予 定 時 刻 の ２ ０ 分 前 か ら 開 始 し 、 ５分 前 で 終 了 し ま す 。 分 前 で 終 了 し ま す 。（ ３ ） 会 場 へ の 入 場 は 、 受 付 終 了 後 、 会 長 か ら 傍 聴 の 許 可 を 得 た 後 、 （ ３ ） 会 場 へ の 入 場 は 、 受 付 終 了 後 、 会 長 か ら 傍 聴 の 許 可 を 得 た 後 、係 員 の 指 示 に 従 い 、 会 場 に 入 室 し て く だ さ い 。 係 員 の 指 示 に 従 い 、 会 場 に 入 室 し て く だ さ い 。（ ４ ） 傍 聴 者 の 受 付 は 先 着 順 で 行 い 、 定 員 に な り 次 第 受 付 を 終 了 し （ ４ ） 傍 聴 者 の 受 付 は 先 着 順 で 行 い 、 定 員 に な り 次 第 受 付 を 終 了 しま す 。 ま す 。（ ５ ） 会 議 は 原 則 公 開 と す る が 、 奈 良 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ３ 年 （ ５ ） 会 議 は 原 則 公 開 と す る が 、 奈 良 県 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 １ ９ 年３ 月 奈 良 県 条 例 第 ３ ８ 号 ） 第 ７ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 情 ７ 月 奈 良 県 条 例 第 ４ 号 ） 第 ７ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 情報 に つ い て 審 議 を 行 う 場 合 等 、 委 員 会 の 判 断 に よ り 非 公 開 と な 報 に つ い て 審 議 を 行 う 場 合 等 、 委 員 会 の 判 断 に よ り 非 公 開 と なる 場 合 が あ り ま す 。 る 場 合 が あ り ま す 。３３３３ 傍 聴 定 員 等傍 聴 定 員 等傍 聴 定 員 等傍 聴 定 員 等 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て ３３３３ 傍 聴 定 員 等傍 聴 定 員 等傍 聴 定 員 等傍 聴 定 員 等 に つ い てに つ い てに つ い てに つ い て（ １ ） 傍 聴 者 の 定 員 は 、 原 則 １ ０ 名 と し ま す 。 た だ し 、 会 場 の 容 量 （ １ ） 傍 聴 者 の 定 員 は 、 原 則 １ ０ 名 と し ま す 。 た だ し 、 会 場 の 容 量に よ っ て 定 員 を 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。 に よ っ て 定 員 を 変 更 す る 場 合 が あ り ま す 。（ ２ ） 傍 聴 者 に は 、 会 議 資 料 を 配 布 し ま す 。 た だ し 、 会 議 資 料 の う （ ２ ） 傍 聴 者 に は 、 会 議 資 料 を 配 布 し ま す 。 た だ し 、 会 議 資 料 の うち 内 容 が 詳 細 と な っ て い る 資 料 に つ い て は 、 配 布 し な い 場 合 が ち 奈 良 県 情 報 公 開 条 例 第 7 条 各 号 に 該 当 す る 資 料 に つ い て は 、あ り ま す 。 配 布 し な い 場 合 が あ り ま す 。４４４４ 会 場会 場会 場会 場 のののの 秩 序秩 序秩 序秩 序 のののの 維 持維 持維 持維 持 ４４４４ 会 場会 場会 場会 場 のののの 秩 序秩 序秩 序秩 序 のののの 維 持維 持維 持維 持（ １ ） 傍 聴 者 は 、 会 議 を 傍 聴 す る に 当 た っ て は 、 名 札 を 着 用 し 、 係 （ １ ） 傍 聴 者 は 、 会 議 を 傍 聴 す る に 当 た っ て は 、 名 札 を 着 用 し 、 係員 の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。 員 の 指 示 に 従 っ て く だ さ い 。（ ２ ） 傍 聴 者 が 次 の ５ の 事 項 に 違 反 し た と き は 、 こ れ を 注 意 し 、 な （ ２ ） 傍 聴 者 が 次 の ５ の 事 項 に 違 反 し た と き は 、 こ れ を 注 意 し 、 なお こ れ に 従 わ な い と き は 、 入 場 拒 否 ま た は 退 場 し て い た だ き ま お こ れ に 従 わ な い と き は 、 入 場 拒 否 ま た は 退 場 し て い た だ き ます 。 す 。５５５５ 会 議会 議会 議会 議 をををを 傍 聴傍 聴傍 聴傍 聴 す るす るす るす る 場 合場 合場 合場 合 にににに 守守守守 っ て い た だ くっ て い た だ くっ て い た だ くっ て い た だ く 事 項事 項事 項事 項 ５５５５ 会 議会 議会 議会 議 をををを 傍 聴傍 聴傍 聴傍 聴 す るす るす るす る 場 合場 合場 合場 合 にににに 守守守守 っ て い た だ くっ て い た だ くっ て い た だ くっ て い た だ く 事 項事 項事 項事 項○ 入 場 時 の 事 項 ○ 入 場 時 の 事 項（ １ ） 各 事 業 の 審 議 途 中 で の 入 場 は 認 め ま せ ん 。 （ １ ） 各 事 業 の 審 議 途 中 で の 入 場 は 認 め ま せ ん 。（ ２ ） 凶 器 、 棒 等 、 人 に 危 害 を 加 え 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ る （ ２ ） 凶 器 、 棒 等 、 人 に 危 害 を 加 え 又 は 迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ の あ るも の を 携 帯 し て い る 方 の 入 場 は 認 め ま せ ん 。 も の を 携 帯 し て い る 方 の 入 場 は 認 め ま せ ん 。（ ３ ） 酒 気 を 帯 び た 方 、 大 声 を 出 し て い る 方 の 入 場 は 認 め ま せ ん 。 （ ３ ） 酒 気 を 帯 び た 方 、 大 声 を 出 し て い る 方 の 入 場 は 認 め ま せ ん 。（ ４ ） そ の 他 会 場 の 秩 序 を 乱 し 、 会 議 の 公 正 、 円 滑 な 運 営 に 支 障 と （ ４ ） そ の 他 会 場 の 秩 序 を 乱 し 、 会 議 の 公 正 、 円 滑 な 運 営 に 支 障 とな る 行 為 を す る 恐 れ が 明 ら か に あ る 方 の 入 場 は 認 め ま せ ん 。 な る 行 為 を す る 恐 れ が 明 ら か に あ る 方 の 入 場 は 認 め ま せ ん 。○ 傍 聴 中 の 事 項 ○ 傍 聴 中 の 事 項（ １ ） 会 場 に お い て 、 審 議 に 入 る 前 を 除 き 、 会 議 の 模 様 を 撮 影 し 、 （ １ ） 会 場 に お い て 、 審 議 に 入 る 前 を 除 き 、 会 議 の 模 様 を 撮 影 し 、録 音 等 を 行 う こ と は 認 め ま せ ん 。 録 音 等 を 行 う こ と は 認 め ま せ ん 。（ ２ ） 各 事 業 の 審 議 途 中 で の 退 場 は 認 め ま せ ん 。 （ ２ ） 各 事 業 の 審 議 途 中 で の 退 場 は 認 め ま せ ん 。（ ３ ） 傍 聴 者 は 、 傍 聴 席 に 着 席 し て く だ さ い 。 （ ３ ） 傍 聴 者 は 、 傍 聴 席 に 着 席 し て く だ さ い 。（ ４ ） 傍 聴 者 の 発 言 は 、 認 め ま せ ん 。 （ ４ ） 傍 聴 者 の 発 言 は 、 認 め ま せ ん 。（ ５ ） 会 議 開 催 中 は 静 か に 傍 聴 し 、 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 然 と （ ５ ） 会 議 開 催 中 は 静 か に 傍 聴 し 、 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 公 然 と可 否 を 表 明 し な い で く だ さ い 。 可 否 を 表 明 し な い で く だ さ い 。（ ６ ） 鉢 巻 き 、 腕 章 、 た す き 、 リ ボ ン 、 ゼ ッ ケ ン の 類 を 着 用 し 、 又 （ ６ ） 鉢 巻 き 、 腕 章 、 た す き 、 リ ボ ン 、 ゼ ッ ケ ン の 類 を 着 用 し 、 又は 張 り 紙 、 ビ ラ 配 布 、 旗 若 し く は 垂 れ 幕 の 類 を 掲 げ る 等 、 公 然 は 張 り 紙 、 ビ ラ 配 布 、 旗 若 し く は 垂 れ 幕 の 類 を 掲 げ る 等 、 公 然と 態 度 を 表 明 す る 行 為 を し な い で く だ さ い 。 と 態 度 を 表 明 す る 行 為 を し な い で く だ さ い 。（ ７ ） 食 事 又 は 喫 煙 を し な い で く だ さ い 。 （ ７ ） 食 事 又 は 喫 煙 を し な い で く だ さ い 。（ ８ ） そ の 他 会 場 の 秩 序 を 乱 し 、 会 議 の 公 正 、 円 滑 な 運 営 に 支 障 と （ ８ ） そ の 他 会 場 の 秩 序 を 乱 し 、 会 議 の 公 正 、 円 滑 な 運 営 に 支 障 とな る 行 為 を し な い で く だ さ い 。 な る 行 為 を し な い で く だ さ い 。（ 付 則 ） （ 付 則 ）こ の 要 領 は 、 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 ２ 日 か ら 施 行 し ま す 。 こ の 要 領 は 、 平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 ２ 日 か ら 施 行 し ま す 。平 成 ２ １ 年 １ １ 月 １ ９ 日 改 正 。



奈良県公共事業評価監視委員会 傍聴取扱要領（案）

奈良県公共事業評価監視委員会事務局

１ 目的

この取扱要領は、「奈良県公共事業評価監視委員会 傍聴要領」に基づき、会議を公

開する場合の事務取扱いを定め、委員会の透明性、客観性及び円滑な会議運営に資す

ることを目的とする。

２ 会議の公開、非公開

奈良県情報公開条例（平成１９年７月奈良県条例第 ４号）第７条各号のいずれか

に該当する情報について審議を行う場合で、事務局が非公開が適当と認める場合は、

会長に申し出を行い、会長は委員会に諮り決定するものとする。

この場合事務局は、事前に会長に申し出を行うことを原則とする。

３ 傍聴の手続

（１） 事務局は、傍聴の受付終了後、「傍聴要領第５項」に違反している者がいない

か目視で確認することとする。

（２）事務局は、会長に傍聴受付票を示すと共に、確認結果を口頭で報告することと

する。

（３）会長は、事務局に傍聴の了解を口頭で行うこととする。

（４）事務局は、会長の了解を得た傍聴者を傍聴席まで案内することとする。

４ 傍聴者の入場拒否・退場

会長は、必要に応じて「傍聴要領第４項」の規定に基づき、傍聴者の入場拒否また

は退場を命ずるものとする。

５ 会議開催の周知

委員会の開催に当たっては、開催日の１週間前までに次の内容を明示し、報道機関

に資料提供を行うものとする。

① 委員会の名称

② 開催日時

③ 開催場所

④ 審議事項及び、非公開の事項がある場合はその予定

⑤ 傍聴者の定員

⑥ 傍聴要領

（付 則）

この要領は、平成１８年１０月 ２日から施行します。

平成２１年１１月１９日改正。
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旧 新

奈良県公共事業評価監視委員会 傍聴取扱要領 奈良県公共事業評価監視委員会 傍聴取扱要領（案）

奈良県公共事業評価監視委員会事務局 奈良県公共事業評価監視委員会事務局

１ 目的 １ 目的

この取扱要領は、「奈良県公共事業評価監視委員会 傍聴要領」に基づき、会議を公 この取扱要領は、「奈良県公共事業評価監視委員会 傍聴要領」に基づき、会議を公

開する場合の事務取扱いを定め、委員会の透明性、客観性及び円滑な会議運営に資す 開する場合の事務取扱いを定め、委員会の透明性、客観性及び円滑な会議運営に資す

ることを目的とする。 ることを目的とする。

２ 会議の公開、非公開 ２ 会議の公開、非公開

奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良県条例第３８号）第７条各号のいずれか 奈良県情報公開条例（平成１９年７月奈良県条例第 ４号）第７条各号のいずれか

に該当する情報について審議を行う場合で、事務局が非公開が適当と認める場合は、 に該当する情報について審議を行う場合で、事務局が非公開が適当と認める場合は、

会長に申し出を行い、会長は委員会に諮り決定するものとする。 会長に申し出を行い、会長は委員会に諮り決定するものとする。

この場合事務局は、事前に会長に申し出を行うことを原則とする。 この場合事務局は、事前に会長に申し出を行うことを原則とする。

３ 傍聴の手続 ３ 傍聴の手続

（１） 事務局は、傍聴の受付終了後、「傍聴要領第５項」に違反している者がいない （１） 事務局は、傍聴の受付終了後、「傍聴要領第５項」に違反している者がいない

か目視で確認することとする。 か目視で確認することとする。

（２）事務局は、会長に傍聴受付票を示すと共に、確認結果を口頭で報告することと （２）事務局は、会長に傍聴受付票を示すと共に、確認結果を口頭で報告することと

する。 する。

（３）会長は、事務局に傍聴の了解を口頭で行うこととする。 （３）会長は、事務局に傍聴の了解を口頭で行うこととする。

（４）事務局は、会長の了解を得た傍聴者を傍聴席まで案内することとする。 （４）事務局は、会長の了解を得た傍聴者を傍聴席まで案内することとする。

４ 傍聴者の入場拒否・退場 ４ 傍聴者の入場拒否・退場

会長は、必要に応じて「傍聴要領第４項」の規定に基づき、傍聴者の入場拒否また 会長は、必要に応じて「傍聴要領第４項」の規定に基づき、傍聴者の入場拒否また

は退場を命ずるものとする。 は退場を命ずるものとする。

５ 会議開催の周知 ５ 会議開催の周知

委員会の開催に当たっては、開催日の１週間前までに次の内容を明示し、報道機関 委員会の開催に当たっては、開催日の１週間前までに次の内容を明示し、報道機関

に資料提供を行うものとする。 に資料提供を行うものとする。

① 委員会の名称 ① 委員会の名称

② 開催日時 ② 開催日時

③ 開催場所 ③ 開催場所

④ 審議事項及び、非公開の事項がある場合はその予定 ④ 審議事項及び、非公開の事項がある場合はその予定

⑤ 傍聴者の定員 ⑤ 傍聴者の定員

⑥ 傍聴要領 ⑥ 傍聴要領

（付 則） （付 則）

この要領は、平成１８年１０月 ２日から施行します。 この要領は、平成１８年１０月 ２日から施行します。

平成２１年１１月１９日改正。


